
《市（都市整備室）》 《空家所有者・相続人等》 《施工業者》

制度の紹介 補助対象条件の確認

事前調査申込書提出

事前調査結果通知書の受理

施工業者の選定 見積書等の作成

補助金交付申請書の提出

補助金交付決定(却下)通知書の受理

除却工事の契約 除却工事の契約

除却工事の実施 除却工事の着手

除却工事の完了・代金の支払 工事代金の受理

実績報告書の提出

補助金交付確定通知書の受理

補助金交付請求書の提出

補助金の受理

受付・審査

受付・審査

受付・審査

受付・審査

危険空家等除却事業補助金交付手続きの流れ

　　までに工事を完了してください。

    ※交付決定した年度の２月末日※交付申請の内容を変更しようとするときはあらかじめ

　内容変更承認申請書を市に提出してください。


